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〇
金
融
庁
告
示
第
五
十
一
号

ジ
ェ
ン
ワ
ー
ス
・
モ
ー
ゲ
ー
ジ
・
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン

ス
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
日
本
に
お
け
る
保
険
業
を
廃

止
し
た
こ
と
に
伴
い
、
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
百
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

同
社
の
同
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
外
国
損
害
保
険
業

免
許
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
百
七
十
四

条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
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十
一
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十
月
五
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融
庁
長
官

三
國
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勝
範
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